
ＮＯ

契約日 令和 　  年   月   　日

注文者 と請負者（株）ビルテックとは、この契約書に従い

請負区分　 新規・追加変更・その他（　　　　　　　　　　）

1.工事名 工事 2.工事場所 ※本工事ＮＯ

3.工期

4.引渡の時期　　　　　　　　完成の日から　　　　日以内　　　　　年　　　　月　　　　日　　※本契約工期変更　　　有　・　無　　　　　　延期日数　　　　　　日　　　・短縮日数　　　　　　日

契約内容

　　名　　　　　　称 数　量 単　　価

5.請負代金 円 （内消費税） 円

6.支払方法 注文者は請負代金を　　　　（１） 時 円 集金・振込・ローン

右記のように請負者 　　　　（２） 時 円 集金・振込・ローン

に支払うものとする。 　　　　（３） 時 円 集金・振込・ローン

注文者 請負者 担当者

住　所

氏　名 　　　　　印

※は追加変更の場合 営業担当 チーフ 経理責任者 作成者 　　　　　印

　のみ記入

新規・追加・変更工事契約書

　　　　　　　　　　　　　　様
下記の通り工事請負契約を締結する。

　　　　　　　　　　　着　工：　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　完　成：　　　　年　　　　月　　　日　　　　　

　　　　　　内　　　　　　　容 金　　　額 備　　　　　　考

以下余白

契　　　約 　 　年　月　　日

工事終了 　 　年　月　　日

　　 年　 月　　日

 本契約の証として本通1通作成し、

 注文者は原本を 千葉県木更津市朝日2-7-26
 請負者は控えに記名捺印の上

株式会社　ビルテック　　印 各自保有します。 佐久間　崇夫

佐久間　崇夫

収入
印紙



ＮＯ

契約日 令和 　  年   月   　日

注文者 　　　と請負者（株）ビルテックとは、この契約書に従い

請負区分　 新規・追加変更・その他（　　　　　　　　　　） 　　　下記の通り工事請負契約を締結する。

1.工事名 　　　　工事 2.工事場所 ※本工事ＮＯ

3.工期 　　　　　　　　　　　着　工：　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　完　成：　　　　年　　　　月　　　日　　　　　

4.引渡の時期　　　　　　　　完成の日から　　　　日以内　　　　　年　　　　月　　　　日　　※本契約工期変更　　　有　・　無　　　　　　延期日数　　　　　　日　　　・短縮日数　　　　　　日

契約内容

　　名　　　　　　称 数　量 単　　価

5.請負代金 円 （内消費税） 円

6.支払方法 注文者は請負代金を　　　　（１） 時 円 集金・振込・ローン

右記のように請負者 　　　　（２） 時 円 集金・振込・ローン

に支払うものとする。 　　　　（３） 時 円 集金・振込・ローン

注文者 請負者 担当者

住　所

氏　名 　　　　　印

※は追加変更の場合 営業担当 チーフ 経理責任者

　　のみ記入

新規・追加・変更工事契約書（お客様控）

　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　内　　　　　　　容 金　　　額 備　　　　　　考

以下余白

契　　　約 　 　年　月　　日

工事終了 　 　年　月　　日

 本契約の証として本通1通作成し、

 注文者は原本を

 請負者はコピーを記名捺印の上

 各自保有します。

　　 年　 月　　日

千葉県木更津市朝日2-7-26

株式会社　ビルテック　　印 佐久間　崇夫

収入
印紙



1．注文者と請負者は、互いに協力して信義を守り誠実にこの契約を履行する図面又は見積書に明記されていないものについ
　　ては双方協議して定める。
2．請負者は工事に支障を及ぼす天候の不良その他請負者の怠慢にあらざる事由により、工事期間内に工事を完成することが
　　出来ない場合は遅延なく注文者にその理由を申したて、工事期間の延長を求める事が出来る。
3．請負者は工事物件の引渡し迄は自己の費用を以って契約の目的物工事材料その他工事の施工に関する損害並びに第三者
　　に対する損害の防止に必要な処置をしなければならない。
4.次の号にあたるときは、契約外の工事であり別途に見積し契約をするものとする。
　　（イ）　見積仕様書、図面に記載なき工事。但し軽微なるものについては双方協議して定める。
　　（ロ）　工事進行中の予期せぬ障害物、それにともなう撤去・復旧の費用。
　　（ハ）　見積・設計時には隠れた部分であり、表面を撤去後はじめて発覚し工事進行するには施工しなくてはならない部分。
　　（ニ）　工事進行中又は完成後に補強を要すると思われたとき。
5.この契約に定めていない事項については必要に応じて双方協議して定める。
　　工事物件の最終引渡しの時期は双方認める処の天災その他事故なき限り、表面第4条の通りとし請負代金の全額支払は表
　　面第6条とする。
6.（特約条項）

約　　　　　　　款


